
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29年 7月 20日 第 29‐12号 

 お知らせ                     

        
「犬のフン」は飼い主が持ち帰りましょう。     ⑬ページ  ②ページ    「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 

 

             ①茨城県知事選挙のお知らせ                
 
 8月 27日（日）は、茨城県知事選挙の投票日です。選挙権年齢が引き下げられ、満 18歳以上

となりました。 

選挙は、私たちの代表を選ぶ大切な機会です。安易に棄権することなく進んで投票しましょう。 

【投票できる方】 

今回の選挙で投票できる方は、次の要件を満たしている方です。 

・年齢要件：平成 11年 8月 28日までに生まれた方 

・住所要件：平成 29年 5月 9日までに笠間市に転入届をし、引き続き 3か月以上居住している方 

【最近市内に転入された方】 

平成 29年 5月 10日以降に転入届をした方は、笠間市では投票できません。ただし、県内の市

町村から転入された方は、前住所地で投票できる場合があります。前住所地の選挙管理委員会

にお問い合せください。 

【市内で転居した方】 

平成 29年 7月 31日までに転居届を提出した方は、新住所地の投票所となります。 

平成 29年 8月 1日以降に転居届を提出した方は、前住所地の投票所となります。 

【最近市外に転出された方】 

市の選挙人名簿に登録されている方で、平成 29年 4月 27日以降に県内の市町村へ転出し、 

新住所地の選挙人名簿に登録されていない方は、笠間市で投票できます。この場合、転出先の 

市町村発行の「引き続き茨城県の区域内に住所を有する旨の証明書」をご持参いただくとスム 

ーズに投票できます。 

【投票所】 

投票は、市内 52か所の投票所で行われます。各世帯に郵送される「入場券」に投票所の略図

が記載されていますので、自分の投票所を確認してください。 

※「入場券」は、8月 10日（木）から順次発送されます。 

【投票時間】 

投票時間は、どの投票所も終了時刻を 2時間繰り上げ、午前 7時から午後 6時までです。その 

時間以外には投票することができませんので、ご注意ください。 

【期日前投票】 

投票日当日に所用等のため投票所で投票できない方は、期日前投票により投票することができ

ます。入場券がお手元に届いている場合は持参してください。 

期間 8月 11日（金・祝）～26日（土） 

時間 午前 8時 30分～午後 8時 

場所 笠間市役所 本所および各支所 

【不在者投票】 

8 月 11 日（金・祝）からできますが、事前に手続きが必要になりますのでお早めにお問い合

わせください。 

対象 ・笠間市に住民登録をしているが、笠間市外に滞在もしくは旅行している方 

・病院に入院、施設に入所している場合 

【郵便投票】 

重度の障がいを持つ方（身体障害者手帳・戦傷病者手帳をお持ちで、法律の定める一定の障が 

いを有する方および介護保険法上の要介護 5の方）で、投票所で投票することができない方の 

ために、郵便投票の制度があります。この郵便投票による投票用紙の請求期限は、8月 23日（水） 

までです。なお、郵便投票をするには、郵便投票証明書が必要となりますので、お早めにお問 

い合わせください。 

 

        ⑱女子力アップ教室の参加者を募集します             
 
 話題のピラティスの基本を身につけ、いつまでも若々しい女性でいるための秘訣を学びます。

凛とした姿勢、しなやかな身体を手に入れ、より一層素敵な女性を目指しませんか。 

日時 9月 19日（火）、10月 3日（火）、10月 17日（火）午前 10時～11時 30分 

受付：午前 9時 45分～ ※3回コースです。 

場所 友部保健センター（笠間市美原 3-2-11） 

内容 ピラティス、健康ワンポイント講話、男女共同参画のお話 

   ※ピラティスとは、呼吸法を活用しながら、主に体幹の深層筋（インナーマッスル）をゆ 

るやかに鍛えるトレーニングです。これにより、代謝が上がる、姿勢がよくなる、転倒 

による骨折防止になるなどの効果が期待できます。 

講師 上田
う え だ

 和代
か ず よ

さん（健康運動指導士） 

対象 市内在住の 20～49歳の女性 

定員 25名（応募者多数の場合は抽選） 

参加費 無料 

申込方法 窓口で直接または電話でお申し込みください。 

申込期限 9月 7日（木） 

申・問 友部保健センター ℡ 0296-77-9145 

        ⑲出会いパーティーの参加者を募集します              
 
日時 8月 26日（土）午後 1時 30分～4時 30分 受付：午後 1時 15分～ 

場所 とねミドリ館（古河市前林 1953-1） 

対象 Aコース：独身男性、独身女性 30～40歳代の方 

Bコース：独身男性、独身女性 40～50歳代の方 

定員 応募者多数の場合は抽選となります 

参加費 男性：3,000円、女性：1,000円 

※当日会場でお支払いください。 

※前日、当日、無断キャンセルの場合は、キャンセル料 1,000円が発生します。 

申込方法 ホームページよりお申し込みください。 

申込期限 8月 23日（水） 

申 （特非）ベル・サポート ホームページ http://www.bell-support.net 

問 （特非）ベル・サポート ℡ 0280-87-7085 FAX 0280-33-8176 

    メール info@bell-support.net 

統計調査員を募集しています 

  

 
統計調査員とは 非常勤の公務員として、国勢調査などの統計調査に従事しています。 

統計調査員の仕事 調査対象である世帯や事業所などに、調査票を配布するとともに説明を行 

い、記入された調査票を回収し、その点検・整理などの仕事を行っています。 

調査の依頼 統計調査員として市に登録された方の中から、地域などを考慮し、統計調査毎に 

依頼します。 

待遇 調査活動に従事した統計調査員には、対価として法律や条例の規定に基づき、報酬が支払 

われます。 

応募 応募は随時受け付けていますので、ご連絡ください。 

応募要件は、次のとおりです。 

・市内在住で 20歳以上の方 ・秘密保持に責任の持てる方 ・責任を持って調査遂行できる方 

・税務、警察、選挙に直接関係していない方 

申・問 企画政策課（内線 552） 

 


